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第7章 方法書に対する経済産業大臣の勧告 

 

「電気事業法」（昭和 39 年法律第 170 号）第 46 条の 8 第 1 項の規定に基づく環境影響評価方法書

についての経済産業大臣の勧告（令和 2 年 7 月 22 日）は、次のとおりである。 
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表 7-1 方法書に対する経済産業大臣の勧告と事業者の対応 

経済産業大臣の勧告 事業者の対応 

１．風力発電設備及び付帯設備（以下「風力発電設備等」

という。）の構造・配置又は位置・規模（以下「配置

等」という。）に係る具体的な事業計画が、明らかに

なっていないことから、これらを明確にした上で、適

切に調査、予測及び評価を行うこと。 

風力発電施設の配置等、具体的な事業計画を「第 2 章 

対象事業の目的及び内容」に記載いたしました。また、

調査、予測及び評価を実施し、その結果について環境保

全措置と併せて「第 10 章 10.1 環境影響評価の結果」

に記載いたしました。 

なお、調査を行うに当たって、適切な調査地点・期間

を再度検討し、変更理由も含めて「第 8 章 環境影響評

価の項目並びに調査、予測及び評価の手法」に記載いた

しました。 

２．対象事業実施区域及びその周辺では、他事業者によ

る風力発電設備等が稼働中又は工事中であり、累積

的な環境影響が懸念される。 

既存の風力発電設備等に対するこれまでの調査等

から明らかになっている情報も活用し、本事業との

累積的な影響について、適切に調査、予測及び評価を

行うこと。 

最新の知見の収集や他事業者との情報交換に努め、本

事業との累積的な影響として、騒音及び超低周波音、風

車の影、鳥類及び景観について、予測を実施いたしまし

た。その結果を「第 10 章 10.1 環境影響評価の結果」

に記載いたしました。  

３．対象事業実施区域及びその周辺は、重要な動物の生

息地となっている可能性があり、渡り鳥の飛来も想

定されることから、風力発電設備等の配置等の検討

に当たっては、適切に調査、予測及び評価を行い、動

物への影響を回避又は低減すること。 

渡り鳥の飛来も含め、重要な動物について適切に調

査、予測及び評価を実施いたしました。その結果を「第

10 章 10.1.4 動物」に記載いたしました。  

４．対象事業実施区域及びその周辺には、「八重の棚田」

などの主要な眺望点、景観資源が存在しており、眺望

景観等への影響が懸念されることから、鹿児島市の

「八重の棚田地区景観計画」（景観法（平成 16 年法

律第 110 号）に規定する景観計画）に基づき、眺望点

を選定するなど、適切に調査、予測及び評価を行い、

景観への影響を回避又は低減すること。 

鹿児島市の「八重の棚田地区景観計画」における「眺

望地点３（上之丸中線中間点付近）」を主要な眺望点に

追加するとともに、「第 10 章 10.1.7 景観」に記載の

とおり、調査、予測及び評価を実施し、景観への影響の

回避又は低減に努めました。 
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